
はじめに

現在では，時代の流れで必要性が薄れた事業が

多くある。そのため，それらの事業を手がける企

業は，自然淘汰されていく。しかし，衰退気味で

あっても社会的意義が相変わらずあり，社会的

ニーズが存在する事業は多くある。これらの事業

が，後継者不在という理由だけで消滅するのは問

題である。特に地方では，後継者不在で廃業した

企業が多い。このような企業を何とか存続させる

ことはできないだろうかというのが，本稿の起点

である。そこでは国や地方自治体等による後継者

不在企業が承継者が見つけられるような（確保で

きるような）政策が重要となる。

このような政策の立案・実行は遅滞したが，漸

く国としての枠組みが示されることになった。そ

れが「産業活力の再生及び産業活動の革新に関す

る特別措置法の一部を改正する法律（産活改正

法）」により，都道府県単位に設置された「事業

引継ぎ支援センター」である。同センターの設置

背景には，これまでほぼ順調に承継が進んできた

親族内においても，事業用資産の後継者への移転
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や相続税等，多くの課題が発生していることが影

響している。これらを乗り越え，地域社会におい

て廃業によるさまざまな損失を減少させるために

は，公的機関による事業承継支援も議論しなけれ

ばならない。本稿では，現在の公的な事業承継法

制を中心として，それらの枠組みと今後の取り組

みを取り上げていきたい。

１． 事業承継の継続と断絶

（１）中小企業の事業承継をめぐる問題

中小企業の事業承継には，多くの課題がある。

これが浮上したのは，１９８０年代後半から９０年代

初頭のいわゆる「バブル経済期」であった。その

後，１９９０年代末に景気低迷と先行き不安により，

経済全般での活力低下が懸念された時期であった

（三井［２００２］p.４）。そして，高度経済成長期に創

業した初代経営者が，いよいよその体力的限界を

迎えている現在である。

中小企業の事業承継では，①後継者不在，②税

制や事業用資産評価等により，事業承継を可能に

し，承継しやすい制度的な環境整備，③後継者の

人選と育成，④経営資源の維持・再生と経営革新

による事業承継の実現等，多くの課題が指摘され

ている（三井［２００２］pp.４―８）。これらは，現在の

事業承継について特別な課題となったわけではな

く，過去における承継でもほぼ同様の課題が存在

してきた。

従来の議論では，後継者の人選と育成に関心が

集中した。多くの調査では，事業の所有権だけで

なく，経営権も現経営者の子ども，特に長男に承

継させる傾向が根強いことが明らかにされてい

る。そこでは古典的家族制度１）の発想が，普遍的

に有効とされてきた。つまり，後継者の選定基準

と順位が明確であることを前提とし，「お家騒動」

回避のため，長男への経営委譲は「経営者として

の教育期間が公私ともに一番長く２）」，「社長と寝

食をともにし，一番つきあいが長く，父親の人生

観，経営姿勢を見ている」ことが重視されてきた

のである（渡辺［１９９１］pp.４１―４２）。しかし現在で

は，単に先代の人生観や経営姿勢を辿るだけでは

不十分である（三井［２００２］p.７）。

（２）事業承継の困難性

中小企業の後継者不在には，事業者としての収

入が雇用者収入を下回り，その差が拡大している

という理由も影響している（中小企業診断協会

［２０１２］p.１３）。親が経営者であっても，その子ど

もは，現在の雇用者収入を擲ってまで事業承継を

しようとはしない。通常，一旦生活基盤が形成さ

れると，リスクを冒してまで親の会社を承継する

という選択は少なくなっている。また後継者が存

在する企業でも，準備不足により，承継に支障が

出る場合がある。円滑な事業承継には，①関係者

（ステークホルダー）の理解，②後継者教育，③

株式・財産の分配，④個人保証・担保の取扱い，

が必要となる（中小企業診断協会［２０１２］p.１４）。

そして事業承継の問題点は，「事業の将来性」「後

継者の力量」「取引先との信頼性維持」が多くあ

げられ，他方で「借金の個人保証」「相続等の税

金対策」の比率は低い（信金中央［２００９］）。特に

後者の要素については，意外な側面もあろう。

中小企業基盤整備機構［２０１１］は，事業承継につ

いては「後継者教育」「取引先との関係維持」「金

融機関との関係維持」「一般従業員からの支持・

理解」の重要性を示している。特に課題では，

「後継者教育」「取引先との関係維持」「後継者候

補の確保」が示されている。後継者教育は，重要

な取り組みであるため，事業承継では一番の課題

や心配事となり，後継者教育への助言が求められ

る（中小企業診断協会［２０１２］p.３０）。これらの結

果からは，事業承継の準備段階では，お金に関す

る問題は当然存在しているものの，一旦後継者が

決定すると別の問題が浮上し，それらの問題を大

きくとらえているとも解釈できよう。

先代経営者の子どもによる事業承継は，「家業

であること」が現在でも一番の理由としてあげら

れている。次いで「従業員・取引先への責任遂

行」が増加傾向にある。ただ，さまざまな社会環

境変化により，子どもの意識は変化し，最近は家

業という理由だけでは承継しない。取引先への責

任等の社会的意識，会社経営への魅力が感じられ

る事業内容や組織風土等，プラス αの要素が必
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要となる（�商工総合研究所［２００９］pp.７―８）。つ

まり，以前のような「家」意識は薄弱化し，取引

先や従業員等，現在の関係維持を優先しようとい

う姿勢が明確である。他方，販売先や仕入・外注

先，金融機関等外部からの認知も重要である。こ

れらの機関では面識のない人が経営者（社長）に

なると，経営方針，経営者としての力量等がわか

らず，取引に不安を抱く可能性がある。したがっ

て，後継者への権限委譲ではこれらも考慮し，営

業，仕入・外注，銀行取引など，関連部門の経験

が必要となる（�商工総合研究所［２００９］p.１３）。

このように，以前とは大きく変化する事業環境に

おいては，事業を承継し，継続するためには乗り

越えなければならない課題が幾重にも重なってい

ることがわかる。

（３）事業承継への多様な思い

事業承継者確保企業における懸念事項は，「事

業の承継に伴う贈与税，相続税，その他の課税」

「現在の経営者個人が提供している保証や担保の

解除」「取引先の協力」「事業承継後，引退した経

営者の収入確保」「従業員の協力」である。事業

承継者の確保が困難な企業では，事業が残れば条

件を問わないものが８割近くあり，事業継続への

願いが強い（戸田［２００６］pp.７０―７１）。後継者未定，

あるいは自分の代での廃業を考える経営者は，他

社への事業売却や譲渡について，関心がないとす

る経営者が圧倒的に多くなっている。つまり，他

社への事業売却・譲渡は，関心がなく，関心を持

つのは，５人以上の企業，戦前創業企業，株式会

社，経常利益直前期黒字，技術等を持つ企業であ

る（戸田［２００６］p.７４）。特に承継者を確保した企

業では，お金をめぐる問題は相変わらずあるもの

の，当該企業を取り巻くステークホルダーとの関

係についての問題があげられていることがわか

る。

他社への事業売却や譲渡に関心のある経営者

は，これを「従業員の雇用を守る手段」「現経営

者の引退後の資金を確保する手段」「技術やノウ

ハウを残す手段」「自分のやってきたことを何ら

かの形で残す手段」ととらえている。技術やノウ

ハウを残す手段をあげる企業では，売上高の増加

や技術を有する企業が多い。また，従業員の雇用

を守る手段については，規模の拡大・組織化が進

むにつれて増加している（戸田［２００６］pp.７５―７６）。

このように自らの企業あるいは事業承継への思い

について考えをめぐらせると，会社存続よりもど

ちらかといえば，事業を存続させることが明確に

なっている。

（４）「家」としての存続方向性

家族経営の特性は，①経営管理活動や多くの労

働が家族員で行われ，②経営と家計が未分離であ

り，③組織体を形成する生産要素の結合は，家族

労働力の大きさによって規定される（山内［１９６５］

p.１１５）。たとえば，これまで世界で連綿と継続し

てきた農業に目を向けると，EU１５カ国最大の農

業国であるフランスでは，農地相続はわが国と同

様に均分相続である。しかし，農業資産はできる

限り一括して後継者に継承されている。そのた

め，後継者教育・研修・同意・指名等で親の生産

技術の伝達・獲得・継承から，部分産業や部門管

理を分担し，親の加齢とともに経営管理主催権の

委譲等が行われるのが一般的である（田野［２０１１］

p.２４７）。このように農業分野では，長い時間をか

けた事業（農業）継承が観察できる。

農村社会では，「家」が重要な役割を果たすた

め，その継承のための後継者確保では，多様な方

法がとられてきた。家は本来，超世代的存続を目

指すため，予め後継者を用意する。つまり，最も

重要なことは家の存続であり，後継者確保のため

の戦略を企図することになる（牧野［２００７］pp.３８―

３９）。現在の農家は，家業である農業を継承する

ことで，家族集団の構成メンバーは代わっても存

続する「経営体としての家族」といえる。そのた

めに家族の存続戦略が必要となる（大友［２００１］

p.１）。家族の存続を目標とするのは，存続によっ

て実質的報酬を関係者に約束するためである。そ

こでは，家族の生活と社会的地位を守り，将来の

家存続の手がかりを固める実質的報酬に加えて，

先祖の祭祀維持という象徴的報酬がある（森岡

［２００２］p.４３５）。

こうした家の存続では，①家族の生活と社会的

地位の保持，②存続の手がかり確保，③先祖祭祀
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という象徴的報酬が明確になる。そして家の存続

により，実質的利益と象徴的利益の２つの利益が

得られる（牧野［２００７］p.４０）。ここでは家の存続

が２つの利益をもたらしていることが指摘されて

いる。しかし，企業の存続についても単一の利益

ではなく，複数の利益について考えをめぐらさな

ければならないことを示唆している。他方，京都

の老舗では，家訓等の保有率が他地域に比べて低

いとされる。それは京都では，他地域よりも歴史

的に各業界とも下請け，分業作業等が盛んであっ

たためである。多様な取引，つながりが強いた

め，自社の方針，計画による事業展開が難しく，

親会社，得意先の意向に沿った経営が要求されて

きた（松岡［２０１３］p.２３）。通常，わが国の老舗で

は，「家訓」など代々受け継がれてきた経営理念

が存在している。これらがある老舗は約８割とい

われているが，京都では明文化された家訓も，口

伝として言い伝えられている家訓もない企業が約

４割も存在している（松岡［２０１３］p.５３）。これは

京都の老舗企業自体が，自身の個性を発揮せず，

多くの関係の中で生きながらえてきたことを示し

ている。先の農業における「家」戦略と一見異

なって見えるが，根底では，家，つまり，親族を

中心とした家の存続を目指すための生き残りのた

めの方策としてとらえることができよう。

２． 事業承継方法の相違と判断

（１）事業承継法制と税制

後継者への事業承継において，切り離せないの

が，承継に伴って発生する「お金（資金）」と

「モノ（資産）」の引継ぎである。後継者への事業

用資産の集中移転は，他相続人の遺留分等，民法

上の制約がある。これまでに事業承継協議会３），

相続関連事業承継法制等検討委員会，自民党経済

産業部会事業承継問題検討小委員会等では，各々

において対応を検討してきた。２００７年６月の報

告では，必要性・妥当性があるものでは，新規立

法も視野に入れた２つの対応策が提示された。そ

れが「事業承継契約スキーム４）」の創設，生前贈

与された自社株式の評価額を贈与時のものとする

ことの許容であった（岡田［２００７］pp.８―９）。

事業承継分野における税制については，承継当

事者・関係者においては関心が高く，度々制度改

正されてきた（渋谷［２００５］pp.３４―４４）。２００７年度

には，相続時精算課税制度が拡充され，２００８年

度には，円滑な事業承継の障害になる非上場株式

移転に係る軽減特例への拡充が検討項目とされた

（岡田［２００７］p.９）。軽減特例拡充の根拠は，非上

場自社株式に係る相続税負担が，招来する事業承

継時における直接的・間接的な影響にある。事業

継続・発展への障害は，相続税負担による大きな

影響をなくし，経営者が本業に集中できる環境整

備が意図される（事業承継税制検討委員会［２００７］

p.８, pp.１０―１２）。他方，事業用資産の相続税負担に

ついての軽減措置では，①企業経営者層への過度

な優遇による事業用資産以外の財産相続者間で不

公平の招来，②起業者との間における機会均等の

喪失，③承継者の経営能力の優劣によらず，事業

資産が移転され，資産配分の効率性を喪失する問

題が取り上げられた（野口［２００６］pp.１３２―１３３，森

信［２００１］pp.１４８―１５０）。マクロレベルでは，効率

的な企業の市場参入・存続と非効率な企業の退出

促進により，経済全体の生産性向上が期待できる

が，過度な優遇措置は企業の市場参入を阻害し，

本来退出すべき非効率な企業が存続する可能性も

指摘されている（岡田［２００７］p.１０）。

非上場株式等の相続税，贈与税について納税猶

予特例を認める「事業承継税制」では，適用要件

等の見直しが行われてきた。２００９年度は，①後

継者（先代経営者の親族限定）が先代経営者から

相続・贈与で非上場株式取得の場合，その８０％

分（贈与は１００％分）の納税猶予，②相続・贈与

後５年間は，雇用の８割以上を毎年維持，後継者

が会社代表者を継続，先代経営者が役員（有給）

退任（贈与税の場合）を変更しなければ納税猶予

の打ち切り，③５年後以降も株式を保有し事業継

続すれば，後継者死亡または会社倒産等の時点で

納税免除，が創設された。２０１５年施行の事業承

継に係る税制について，それ以前との比較を示し

たのが図表１である。特に親族外承継の対象化を

はじめ，それ以前の事業承継税制の対象や期間と
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は大きく異なる方向性が打ち出されている。事業

承継税制では，このように毎年のように企業の環

境等も考慮しながら次々と施策が打たれてきた。

ただ，このように毎年新しい政策が出されている

ことは，次々と新しい課題が浮き彫りになってい

ることの裏返しでもある。

（２）事業承継準備

経営者の事業承継における関心が高いのは，後

継者育成である。規模別では，中規模企業が小規

模事業者よりも全般的に高いことが示されてい

る。後継者育成では，小規模事業者は「自社の事

業・業務への精通」，中規模企業では「リーダー

シップが優れていること」「経営への意欲の高さ」

への関心が高くなっている。他方，後継者の不足

能力では「財務・会計の知識」「自社の事業・業

界への精通」の割合が高い。企業規模別で相違す

る項目は，「リーダーシップ」と「営業力・交渉

力」である。小規模事業者については，経営者自

身の実務能力，中規模企業では役員・従業員を統

率，経営を方向付ける能力を重視している。ま

た，経営者に必要な能力の向上では，自社内の経

験蓄積による後継者養成を効果的としている。た

だ，後継者養成では「業務が忙しくて時間が足り

ない」ために承継する上での障害となりやすい。

企業規模別では，小規模事業者は中規模企業と比

べて，事業承継の準備が遅滞しているとされる

（野村総研［２０１２］）。このように規模により，後継

者育成の考え方には若干相違があり，規模による

取り組みの相違が異なっている点が特徴的であ

る。

円滑な事業承継では，当該企業を取り巻くス

テークホルダーから事業承継への理解を得る必要

がある。規模別では，小規模事業者は「後継者の

自社での活躍」，中規模企業は「後継者を支える

組織体制の構築」が最も高くなっている。規模が

大きくなるにつれ，経営者単独での企業運営は困

難となり，中規模企業では後継者を支援する経営

幹部養成や組織体制構築により，社内外の関係

者から承継への理解が重要となる（中小企業庁

［２０１３］p.１５４）。

中規模企業の約６割，小規模事業者の約半数

は，事業承継に関する知識習得を行っている。そ

の中では，「顧問税理士等への照会」が最も多く，

「本・書籍」が続いている。さらに中規模企業で

は，小規模事業者よりも「経営コンサルタント・

金融機関のセミナー」が多くなっている（野村総

研［２０１２］）。経営者が事業承継知識を備えるだけ

ではなく，社内外の関係者や専門家との相談も重

要である。事業承継に関する相談先では，税理

士・公認会計士が多いが，後継者養成では「他の

経営者」，後継者選定では「親族」をあげる企業

が多い（中小企業庁［２０１３］p.１５８）。このように事

＜図表１ ２０１５年１月施行による事業承継税制の改正＞

２０１５年以前 ２０１５年施行

親族外承継の対象化 後継者は先代経営者の親族に限定 親族外承継を対象化

雇用８割維持要件の緩和 雇用の８割維持を「５年間毎年」維持 雇用の８割以上を「５年間平均」で評価

納税猶予打切リスク緩和 ・要件を満たせず納税猶予打切の際は，納税

猶予額に加えて利子税の支払いが必要

・相続・贈与から５年後以降，後継者死亡ま

たは会社倒産等で納税免除

・利子税率の引下げ（２.１％→０.９％）承継５年超で５
年間の利子税免除

・民事再生，会社更生，中小企業再生支援協議会での

民事再生の際，納税猶予額を再計算し，一部免除

役員退任要件の緩和 先代経営者は贈与時に役員退任 贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に（有給役員

として残留可）

事前確認制度の廃止

（２０１３年４月施行）

制度利用前，経済産業大臣の「認定」に加え

「事前確認」を受ける必要

事前確認制度を廃止

猶予税額の計算方法変更 猶予税額の計算で，先代経営者の個人債務・

葬式費用を控除するため，猶予税額を少なく

算出

猶予税額の計算で，先代経営者の個人債務・葬式費用

を控除しない

（出所）中小企業庁［２０１３］『中小企業白書２０１３年版』p.１４６より筆者整理
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業者・企業は，課題によって相談相手について相

違がある。特にお金に関する相談事項や悩みが目

立っていることは相談相手からも理解できる。

通常，企業が他の経営課題に優先し，事業承継

準備に取り掛かることは難しい。大部分の事業承

継準備は，経営者自身が行わざるをえず，中規模

企業・小規模事業者に多いオーナー経営者の負担

は増加する。ただ準備不足のまま事業承継する

と，新しい経営者が多難な事業運営を迫られる。

経営者は事業承継の準備を先送りせず，社内外の

関係者や専門家，公的機関等の助力等も得なが

ら，取り組む必要がある（中小企業庁［２０１３］p.

１６５）。つまり，事業承継のための準備を進めるに

は，かなりの時間をかけ，計画的に企業（事業）

規模に合わせて，生起する課題を常に念頭に置き

ながら対応していくことの重要性を示している。

（３）承継形態別引継ぎのメリットとデメリット

先にも取り上げたように，中小事業者での事業

承継では，これまでは親族内，特に親子間承継が

一般的であった。実子不在の場合，兄弟や甥等，

男子が承継してきた。これは子どもの数が多い時

代には可能であった。現在の少子社会では，子ど

もがいても，そのまま引き継ぐ時代ではない。そ

のため，中小事業者の後継者では，①親族，②従

＜図表２ 承継形態別の手続き＞

①親族内承継 ②従業員等による承継 ③第三者による承継

１．関係者の理解

①事業承継計画の公表

②後継者への権限委譲

③新経営体制の整備

２．後継者教育

①社内での教育

③社外教育・セミナー

４．株式・財産の分配

①株式保有状況の把握

②財産分配方針の決定

③生前贈与の検討

②遺言の活用

③会社法の活用

⑥経営承継円滑化法活用の検討

⑦事業承継に係る資金調達検討

５．個人保証・担保処理

①関係者との早期の調整

１．関係者の理解

①後継者候補の経営陣への登用の検討

②事業承継計画の公表

③現経営者親族の理解

②新経営体制の検討

２．後継者教育

①社内での教育

②社外教育・セミナー

３．株式・財産の分配

①後継者へ経営権集中

②会社法の活用

③資金調達の検討

株式買取資金，MBO
④経営承継円滑化法活用の検討

４．個人保証・担保処理

①関係者との長期の調整

１．マッチングの検討

承継方法の検討（外部からの招聘，M
&A）

２．株式譲渡，事業譲渡等（M&A）
①M&Aに対する理解
②M&A手法の検討
③仲介機関への相談

３．会社売却価格算定

①自社株式売却価格の算定

②企業価値改善策の検討（会社の魅力の

「磨き上げ」）

（出所）中小企業庁［２０１５］『中小企業経営者のための事業承継対策（平成２７年度版）』p.１２（一部改）

＜図表３ 承継形態別のメリットとデメリット＞

親族内承継 従業員等による承継 第三者による承継

＜メリット＞

①社内外の関係者から心情的に受容され

やすい

②後継者を早期に決定し，長期の準備期

間を確保できる

③他の方法に比べ，所有と経営の分離回

避の可能性が高い

＜デメリット＞

①親族内に経営能力と意欲があるものが

いるとは限らない

②相続人が複数の場合，後継者の決定・

経営権の集中が困難となる可能性があ

る

＜メリット＞

①親族内に後継者として適任者がいない

場合も後継者を確保しやすい

②業務に精通しているため，他の従業員

等から理解を得やすい

＜デメリット＞

①親族内承継と比べ，関係者から心情的

に受容されにくい場合がある

②後継者候補に株式取得等の資金力がな

い場合が多い

③個人債務保証の引継等の問題

＜メリット＞

①身近に後継者として適任者が不在の場

合でも，広く候補者を外部に求めるこ

とができる

②現オーナー経営者が会社売却の利益を

獲得可能

＜デメリット＞

①希望の条件（従業員の継続雇用，価格

等）を満たす買い手を見つけるのが困

難な場合が多い

（出所）中小企業庁［２０１５］『中小企業経営者のための事業承継対策（平成２７年度版）』p.１３（大幅に抜粋変更）
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業員等の親族外，③これまで実際に経営に関わっ

てこなかった第三者による引き継ぎが見られるよ

うになった。また，承継する後継者の属性によ

り，承継方法の必要条件が異なる。それを示した

のが図表２である。それぞれの継承者によって，

関係者の理解をはじめ，後継者教育等も異なって

いる。特に第三者による承継では，前２者とは全

く異なる対応が必要となる。

図表３のように，事業承継についてその形態は

３区分されるが，各々の形態ではメリットとデメ

リットがある。それらを示したのが図表３であ

る。ここからもわかるとおり，これまでにも承継

者の相違によるメリット，デメリットが論じられ

てきたが，ここにあらわれているような事項は，

承継において念頭に置くべき事項ではあるが，個

別企業によって異なる課題を優先した上で，対応

していくことの方が重要となる。

３． 事業承継方法の相違による配慮事項

（１）親族内承継

事業承継は，後継者属性により，親族内承継，

従業員承継，第三者承継に分かれる。

親族内承継は，近年，減少する傾向にある。事

業承継全体の過半数を占め，現経営者の子ども，

きょうだい，甥や女婿，配偶者が対象となる。こ

れまで取り上げてきたように，親族内継承では子

息が後継者となることが圧倒的に多かった。親族

内承継では，①関係者の理解，②後継者教育，③

会社の強み・弱みの理解，④株式・財産の分配，

⑤後継者への生前贈与，⑥会社法の活用，⑦遺言

の活用，⑧経営承継円滑化法の活用，⑨個人保

証・担保の処理等が必要である（中小企業庁

［２０１５］pp.１４―１７）。

特に「後継者教育」は，経営に必要な能力・知

識習得のため，社内外で実施する。まず社内で

は，ローテーションと責任ある地位につけ，社外

では他社勤務等により，人脈形成や経営手法を学

び，支援団体のセミナーや業界団体の会合等に積

極的に参加する等の対応がある。また，承継に係

るお金の問題として，「株式・財産の分配」は後

継者への自社株式，事業用資産の集中と後継者以

外の相続人への配慮が必要となる。後継者以外へ

の相続人の配慮は，生前贈与や遺言の場合も，後

継者以外の相続人の遺留分５）制限に留意しなけれ

ばならない。そして，「後継者への生前贈与」で

は，遺留分等民法上の問題や贈与税検討する必要

があり，暦年課税制度や相続時精算課税制度等，

制度採用の問題もある。さらに「会社法の活用」

は，自社株式が分散した場合，可能な限り買取

し，後継者に集約させる必要がある。そこでは議

決権制限株式６），拒否権付き種類株式７），相続人

に対する売渡請求８）等の活用も有効である（中小

企業庁［２０１６］pp.１４―１７）。

他方，「遺言の活用」は，遺言書９）作成で後継

者に自社株式，事業用資産の集中が可能となる。

ただ，遺言は常時撤回が可能であり，生前贈与よ

りも後継者の地位が不安定となり，遺留分の問題

や遺言書の有効性等をめぐっては混乱可能性もあ

る。さらに経営承継円滑化法では，現経営者の生

前に計画的な承継に取り組むため，非上場株式に

係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度，遺留

分に関する民法特例，金融支援等中小企業経営承

継円滑化法活用を検討する場合も想定される。ま

た「個人保証・担保の処理」は，現経営者の個人

保証について，後継者も連帯保証人となることが

要求されることもある。そのため，事業承継に向

けて債務を圧縮し，経営者保証ガイドラインに基

づく金融機関との交渉や後継者の負担に見合った

報酬設定等の配慮が必要とされる（中小企業庁

［２０１６］p.１７）。このように親族間承継では，処理

する必要があるお金に関する課題が多くある。こ

れらについては，顧問税理士等，専門的知識を活

用しなければならない。親族間であるがゆえに，

お金に関する問題はすぐに口に出てしまい，トラ

ブルとなることも多い。これまで親族内承継で

は，政策的にも優遇されてきた面が強かった。そ

れでもなお，次第に親族内承継の割合は減少して

いる状況を見つめ直す必要がある。

（２）従業員承継

従業員承継は，共同創業者，番頭格の役員，工

場長等の従業員，優秀な若手従業員等が承継する
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場合をいう。ここでは，後継者の株式買取資金や

個人保証の引継ぎ等が障害となる可能性がある。

従業員承継では，関係者の理解・後継者教育が必

要である。非血縁の従業員は，親族内承継以上に

経営者になることを意識したうえで入社・就業し

ていないことから，早めに告知したうえで，本人

が了解しなければならない。そして，後継者候補

が事前に一定期間役員等として社内での管理的立

場での職務を経験し，現経営者は承継後も一定期

間は継続的支援をしていかなければならない。ま

た，親族内承継と同様，親族外への承継の場合，

後継者の不安緩和のため，会社の実態を伝達する

ことも必要である。

やはり，従業員継承の場合もお金に関する問題

は回避することができない。特に株式・財産の分

配については，オーナー企業の親族でない経営陣

や従業員には株式買取資金が不足する場合が多

い。そこでは，後継者の能力や事業の将来性を担

保として，MBO１０）の利用可能性についても検討

しなければならない。現在の会社法では，議決権

のある普通株式を後継者が取得して経営権を集中

し，配当を優先させた議決権制限株式を後継者以

外の親族が相続することも許容されている。承継

資金調達では，株式買取資金は経営陣の能力や事

業の将来性を担保とし，金融機関や投資会社によ

る出資等の可能性もある。また，経済産業大臣の

認定を前提とした日本政策金融公庫から後継者個

人への融資の可能性もある。さらに個人保証・担

保の処理にあたっては，現オーナー経営者の個人

保証で後継者も連帯保証人となることを求められ

る場合がある（中小企業庁［２０１６］pp.１８―１９）。特

に従業員の場合，このような承継をめぐって発生

する資金を計画的に貯蓄することは少なく，お金

の面で断念せざるを得ないことも考慮しなければ

ならない。

（３）第三者による承継

第三者による承継は，親族や従業員等，現経営

者の身近に後継候補が存在しない場合に検討され

る。そして，マッチングによって招聘する外部人

材や事業譲渡先企業を選定することになる。M&

Aは，会社全部の譲渡や一部譲渡の場合がある。

M&Aを実際に進める際には，社内・社外には秘

密を保持する一方，買手企業には秘匿しないこと

が重要である。M&Aは，交渉により企業評価が

異なるため，仲介専門業者への相談も有効とされ

る。他方，各種支援策については，日本政策金融

公庫は後継者不在企業をM&A等で取得する資金

の融資を行う制度がある。さらに中小機構は，民

間の投資会社や金融機関とともに，事業承継を支

援するファンドを組成している（中小企業庁

［２０１６］p.２０）。このように近年では小規模事業に

おいても，その継続を目的とした事業承継支援の

枠組みが整備されるようになってきた。

中小企業の円滑な事業承継では，事業承継税制

の抜本拡充や民法上の遺留分への対応等，事業承

継円滑化の総合的支援策の基盤である「中小企業

における経営の承継の円滑化に関する法律（経営

承継円滑化法）」が２００８年１０月に施行された。

また民法の特例は２００９年３月に施行された。経

営承継円滑化法の対象は，中小企業支援法と同様

に一部業種は政令において，中小企業の範囲を中

小企業基本法よりも拡大している。ただ，適用条

件では民法の特例は，これが利用可能な中小企業

の要件として，３年以上の事業継続を規定してい

る。金融支援では，金融支援に係る大臣認定の要

件で，事業承継後の売上高の減少や相続税負担の

発生等を規定している。さらに日本政策金融公庫

等が，中小企業者の代表者への貸付資金として，

株式や事業用資産の買取資金，相続納税資金，遺

留分減殺請求への対応資金等を規定している（中

小企業庁［２０１６］pp.３１―３５）。したがって，多くの

事業承継支援に関するメニューが用意されている

現在では，事業の継続において専門的知識を活用

しながら，常に最善の意思決定ができるような準

備が必要である。多くの知識を援用することは，

判断を混乱させるのではなく，選択肢の増加と積

極的にとらえるべきである。

４． 事業承継に係る各支援機関の対応

事業承継についてはこれまでにも国や地方自治

体，各種団体を中心として，さまざまな組織が設
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⑥広報活動
・全国10 カ所の地域本部等
①拠点からの相談に対する助言
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置されてきた。また，事業承継について考える多

くの機会も設定されてきた。本節では，これら代

表的機関について取り上げる。

（１）よろず支援拠点と地域における相談窓口

１）よろず支援拠点

よろず支援拠点は，国が各都道府県に設置する

経営相談所である。中小企業・小規模事業者の売

上拡大や経営改善，事業承継政策等，経営課題の

相談に応じている。ここでは，①「総合的・先進

的助言」，②「チーム編成による支援」，③「ワン

ストップ・サービス」を中心に実施している。特

に解決困難な経営相談に対応し，他の支援機関で

は解決できない経営相談等に対し，各企業の課題

分析を行い，一定の解決策提示している。また売

上拡大，再生・経営改善，現場改善等についても

積極的な対応を行っている。

さらに各企業の課題に対しては，課題によって

複数支援機関・専門家がチームで支援し，中小企

業・小規模事業者の課題による適切なチーム編成

を支援している。このチームは，複数の支援機

関，公的機関，企業 OB等の支援専門家，大学，

大企業等の事業連携先と調整等も期待されてい

る。また，地域支援機関とのネットワークを活用

し，経営課題による的確な支援機関等を紹介して

いる。これは支援機関等と接点がなく，相談先に

悩む中小企業・小規模事業者の相談窓口としての

対応である。そして，その内容により，支援機

関・専門家の紹介等，適切な支援者につなぐこと

を継続的に実施している。それらの枠組みを示し

たのが図表４である。まさに企業規模を問わず，

企業内外の「よろず」の課題に対し，可能な限

り，組織として対応している。

２）地域の中小企業支援機関の相談窓口

地域の中小企業支援機関の相談窓口では，商工

会議所，商工会，各都道府県の支援機関等があ

る。商工会議所は，相談申込みの後，対応者によ

る現状把握と課題整理をし，対策及び施策に関し

て助言している。その後，親族内承継・親族外承

継（従業員等）の場合，相談者への対応が行われ

る。ここで専門家への具体的相談内容を希望する

と専門家が派遣され，事業承継対策支援が行われ

る。他方，親族外承継特に第三者承継の場合，

マッチング支援の取り組みに移行する。マッチン

グ支援では，候補者のマッチング，工程管理，専

＜図表４ よろず支援拠点の枠組み＞

（出所）http://www.smrj.go.jp/yorozu/dbps_data/_material_/yorozu/pdf/yorozu-backup.pdf（中小機構「よろず支援拠点」ウェブサイト）大幅に
変更（２０１６.７.１０確認）
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譲渡希望企業

（b）

（c） （e）

（a）

（a）事業引継ぎの相談
（b）事業引継ぎの助言
（c）譲渡企業及び譲受企業間の仲介支援，事業引継ぎ契約契約への支援
（d）各認定支援機関への支援
（e）民間専門家と協力

譲受希望企業

中小機構

民間支援人材・機関

（d）
（事業引継ぎ支援）
①事業引継ぎ相談窓口の設置
②体制整備地域では，より専門的な対応を
　行う「事業引継ぎ支援センター」設置
③同センターには事業引継ぎの専門家を配置

門家コーディネートが行われる。

（２）事業引継ぎ支援事業

１）事業引継ぎ支援事業の概要

２０１１年７月に施行された「産業活力の再生及

び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改

正する法律（産活改正法）」では，４７都道府県の

認定支援機関（法律により認定を受けた商工会議

所等の支援機関）の業務に事業引継ぎ支援業務を

追加し，事業引継ぎに関する情報提供・助言等を

行う「事業引継ぎ相談窓口」を設置することと

なった。また引継ぎ支援に関する需要が多く，体

制が整備された地域から「事業引継ぎ支援セン

ター」設置を開始した。同センターは，事業引継

ぎに関する専門家が引継ぎ希望の企業間でマッチ

ング支援等を中心的業務としている（中小企業庁

［２０１３］p.１３８）。専門家とは，弁護士・公認会計士・

税理士等の士業や地元金融機関出身者等である。

当初，東京と大阪に「事業引継支援センター」，

他地域に「事業引継ぎ相談窓口」が設置され，

２０１５年度末に全都道府県にセンターが設置され

た。この間に産業競争力強化法（２０１４年１月施

行）により，産活改正法は廃止された。そして中

小企業基盤整備機構は，２０１４年４月に「事業引

継ぎ支援全国本部」を設置し，広域マッチング支

援，支援センター等の指導，助言等をすることと

なった。他方，これら専門家については，これま

で各地域において，場合によっては現在もそれぞ

れの職務を遂行している人たちばかりである。こ

の面を考えると，やはり相談についてのバイアス

や事業承継について，第三者承継では過去や現在

の立場によるバイアスが懸念される面もある。

２）事業引継ぎ支援データベース

事業引継ぎ支援全国本部では，国内のM&A案

件及び後継者不在解消のため，各地の事業引継ぎ

支援センターと連携し，地域をまたぐ広域マッチ

ングに向けたデータベースの運用を開始し，売手

情報と買手情報の情報蓄積に資するインフラ整備

の構築を実施し，マッチングしようとしている。

データベースの案件情報を厚くするため，民間

M&A機関，金融機関及び各支援機関等と連携を

強化し，案件の発掘による情報登録を実施し，全

国レベルでの案件情報の集約を行おうとしてい

る。

３）地域プラットフォームを活用した事業承継支

援

地域プラットフォームは，地域の中小企業支援

機関による中小企業・小規模事業者支援の連携体

である。ここは専門家派遣事業の窓口機能を担

い，当該構成機関が連携して地域での中小企業・

小規模事業者を支援する。その内容は，①国等の

中小企業支援施策情報発信，②創業セミナーや経

営革新セミナー等の開催，③ビジネスマッチング

イベント開催，④プラットフォーム内連携の強

化，⑤構成機関職員の支援能力向上の取り組み

＜図表５ 事業引継ぎ支援体制＞

（出所）中小企業庁［２０１５］『中小企業経営者のための事業承継対策（平成２７年度版）』p.４２（大幅に変更）
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（セミナーの開催等）等にある。中小企業基盤整

備機構（中小機構）においては「事業承継フォー

ラム」を開催している。また中小企業大学校は，

経営能力や知識教授のため，「経営後継者研究

（東京校）」や事業承継問題をテーマとする「事業

承継研究」等を開講している。さらに中小企業成

長支援ファンド活用による事業承継支援もしてい

る。これは民間の投資会社，金融機関，事業会社

等とともに投資ファンドを組成している。中小機

構は有限責任組合員として，ファンド総額の１/２

を上限に出資している。投資対象は，優れた技術

やノウハウがあるが，後継者等の不在で新商品開

発，新事業開拓等，新たな事業展開が困難な中小

企業または当該事業承継のために設立される会社

である。その支援方法については，オーナー経営

者等から株式を取得し，経営権の取得とともに各

種手法で事業資金を提供している。また，無限責

任組合員による経営面のハンズオン支援及び中小

機構の各種支援等により，事業承継問題の解決

や，経営の革新，新事業展開を支援している（中

小企業庁［２０１６］pp.４４―４７）。

このように事業承継支援のさまざまな取り組み

や枠組みは整備されているが，これらが対象者や

将来対象となるべき人たちへの認知が進んでいな

いという課題が残っている。

おわりに

本稿では，中小企業における事業承継をめぐる

問題を取り上げ，近年の事業承継の困難さをあら

ためて確認した。また事業承継については，現経

営者や後継者候補等，それぞれにさまざまな思い

があり，その思いの整理をしなければ，事業承継

準備に入れないことを示唆した。

事業承継では，税金や株式の買取等，お金に関

する問題が多々あり，それらの問題を解決するた

めに国を中心として「事業承継税制」が毎年のよ

うに改正され，事業承継しやすい環境が整備され

てきた。さらに事業承継に係る資金の問題も含

め，事業承継における承継形態別のメリットとデ

メリットも取り上げた。これらを踏まえた上で，

親族内承継，従業員承継，第三者承継に分け，そ

れぞれの承継形態における手続き等を中心として

整理した。

さらに事業承継を円滑に進めることを支援する

機関として，よろず支援拠点，商工会議所や商工

会など地域での中小企業支援機関の相談窓口，産

業競争力強化法に基づいて全国に設置されてきた

事業引継支援センターと同センターにおける事業

承継手続きを円滑に進めるための事業引継ぎ支援

データベースを取り上げた。同センターの設置

は，最初にも取り上げたように親族内での事業承

継が順調に進まない状況を鑑み，企業や家族の存

続を第一義とするのではなく，まさに事業を承継

する姿勢を明確にするための政策へと次第に転換

させつつあることが，昨今明確になってきたこと

を明らかにした。

本稿は，平成２８年度科学研究費助成事業（学

術研究助成基金助成金）基盤研究Ｃ（課題番号：

JP１６K０３９４１）による助成を受けたものである。

注
１）家族経営概念には，①生産と地域機能を含む生活視点
を取り入れた再生産機構，②次世代への経営継承視点
を取り入れた再生産機構，③経営者自身の引退後の生
活保障や扶養問題視点の必要性が入れられている。こ
れら視点は，わが国の家族経営が危機的状況となり，
混沌する中でより強調されるべきである（田野［２０１１］
p.２５）。各国の家族経営は，資本主義の発展段階，国
民性や風土の相違，農業経営の外部経済の差異・変化
等でその内容は異なる（田野［２０１１］p.３０）。資本主義
諸国の農業は，経営規模，経営方式，管理組織など，
その内容は各国で異なるが，農業経営形態では家族経
営が中心である。わが国でも，戦前・戦後を通して家
族経営形態が中心であり，資本家的借地農（＝企業経
営）形態はなかった。しかし，家族経営が支配的で，
その強靱性や社会的意義があっても，これまでの家族
経営を保障するものではない（田野［２０１１］p.４７）。新
民法の家族篇では，扶養の考え方の相違，すなわち親
族扶養集団＝「家」的な扶養の維持としての把握，そ
れとも親族各個人相互の扶養関係＝個人間の権利義務
関係の把握での矛盾は，民法７３０条の解釈でも問題と
なった。そこでは「家制度」の慣行を無視できない矛
盾を指摘している（田野［２０１１］p.２０６）。

２）家族経営の血縁による後継者は，幼少期から職業意識
が植え付けられ，生活文化資本を有する後継者が教育

事業承継支援と支援事業枠組み

21



期から専門的技術を習得，後継者として育成された。
つまり，大友［２００１］が「生活文化資本」と呼ぶ条文
化されていない資本を基盤に後継者を確保することは
農民にもある（牧野［２００７］p.４０）。

３）中小企業の事業継続を図る観点から，総合的支援策を
検討するため中小企業庁，士業団体，中小企業関係団
体により２００５年１０月に設立された。ここでは事業承
継に関連した法制度や税制面の諸問題を具体的に検
討，問題点の整理を行う（岡田［２００７］p.８）。

４）当事者の合意により，簡素な手続きで実行可能な財産
分配の契約である。現経営者の生前に後継者への事業
用資産移転や非後継者の遺留分放棄等で合意内容を明
文化・確定し，関係者間の権利義務を確定する（岡田
［２００７］pp.８―９）。

５）遺留分とは，兄弟姉妹以外の相続人に対して最低限度
の資産承継の権利を保障する制度である。

６）株主総会での議決権が制限されている株式で，後継者
には議決権のある株式，後継者以外の相続人には議決
権制限株式を与え，後継者に経営権を集中させること
が可能となる。

７）黄金株とは，特定の議決事項について拒否権を有する
株式であり，先代経営者がこれを保持することで，後
継者が独断専行経営を行う事態の防止が可能となる。

８）相続人に対する売渡請求とは，相続で株式を取得した
者に対し，会社が株式の売渡請求を行い，強制的に買
い取ることができる制度である。

９）各種遺言書には，公正証書遺言（２人以上の証人立ち
会いの下，遺言者が口述して公証人が筆記，内容の適
正さを確認して各自が署名押印する。遺言書の原本は
公証人役場に保管されるため，紛失や改竄の心配無用
が，自筆証書遺言（遺言する人が自分で全文を自筆で
書き，日付と氏名を署名して押印するものである。遺
言書の作成を秘密にしたまま手軽に作成できるメリッ
トがあり，特別な費用はかからない。ただきちんと保
管しなければ見つからず，紛失・偽造の恐れもある）
に比べて有効である。

１０）MBOは，会社の経営陣が株式を取得して経営権を取
得する手法であるが，株式取得のための受け皿会社で
ある SPC（特別目的会社）を設立し，受け皿会社が
取得する方法もある。
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